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令和８年３月２４日 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

宮 城 県 道 路 公 社 

 ＮＥＸＣＯ東日本、ＮＥＸＣＯ中日本、ＮＥＸＣＯ西日本（以下、「ＮＥＸＣＯ三社」という。）及び宮城

県道路公社は、令和８年４月４日（土）より、土日・祝日にＮＥＸＣＯ三社及び宮城県道路公社が管理する

高速道路をご利用するＥＴＣ二輪車を対象に、料金を定率で割り引く「二輪車定率割引」を実施します。 

本割引は、観光利用の多い土日祝日におけるツーリング需要を喚起し、二輪車の利用促進や地域の活性化等を

目的として令和４年より毎年実施しており、昨年も大変ご好評をいただきました。 

ご利用にはインターネットでの事前申し込みが必要ですが、当日の天候などを踏まえ、ご走行直前でもスマートフ

ォンなどでお申し込み可能ですので、お気軽にご利用ください。 

土日・祝日の「二輪車定率割引」を４月４日（土）から開始します！ 
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１.割引対象日 

令和８年４月４日（土）～１１月２９日（日）の土曜日、日曜日、祝日のうち、ご利用前までにお申し込

みいただいた日 

 

※北海道内は令和８年４月４日（土）～１０月３１日（土）の期間で実施します。 

 

２.対象車両 

ＥＴＣ無線通信により対象道路を走行する二輪車 

 

３.対象道路 

ＮＥＸＣＯ三社及び宮城県道路公社が管理する高速道路（一部を除く） 

 

※割引対象外となる道路は以下のとおりです。 

第三京浜道路、横浜新道、横浜横須賀道路、第二阪奈道路、第二神明道路、関門トンネル、八木山バイ

パス、沖縄道、東京湾アクアライン。ただし、東京湾アクアラインは、二輪車定率割引の適用はしませ

んが、走行距離の判定には含みます。 

※割引対象道路の詳細は別紙１をご確認ください。 

 

４.割引内容 

対象道路内の走行のうち、各インターチェンジ相互間の１回の走行距離が８０ｋｍを超える走行を対象

に３７．５％割引 

※１回の走行とは、原則、入口から出口まで高速道路を流出することなく走行することを言います（本

線料金所等を通過する場合を含みます）。ただし、特定のインターチェンジ又は料金所（以下「インタ

ーチェンジ等」と言います。）及び新直轄区間等を経由して対象道路を乗り継ぐ場合は、１回の走行と

みなして各対象道路の走行距離を合算します。詳細は別紙２をご確認ください。 

※ご利用になるインターチェンジ間に複数の経路がある場合は、最も安価となる料金が適用されるため、

走行距離は、実走行距離ではなく、最短経路の距離で割引の判定を行います。割引の判定に用いる距

離は、ご利用前に「距離・料金検索サイト」でご確認ください。 

 

【距離・料金検索サイト】 

ご利用区間の割引適否、対象距離、割引後料金等の詳細は、ＮＥＸＣＯ西日本「距離・料金検索サ

イト」よりご確認いただけます。（令和８年３月２４日（火）１４時に開設します。） 

 

【ＮＥＸＣＯ西日本「距離・料金検索サイト」】 

（ＵＲＬ：https://search.w-nexco.co.jp/touring-search） 

 

５.申込方法等 

令和８年３月２４日（火）１４時より申込を開始します。 

お申し込み先となるＮＥＸＣＯ中日本「速旅（はやたび）」で会員登録していただき、その後、ご利用日、

ＥＴＣカード情報、ＥＴＣ車載器管理番号などを入力のうえ、ご利用前までにお申し込みください。 

  ※すでに会員登録していただいている場合、新たな会員登録は不要です。 

※ＥＴＣコーポレートカードは会員登録及び利用申込の対象外です。 

※ご利用日の前日に対象道路に流入してご利用日に流出する場合、又は、ご利用日に対象道路に流入し

てご利用日の翌日に流出する場合も割引の対象になります。 

 

【ＮＥＸＣＯ中日本「速旅（はやたび）」】 

（ＵＲＬ：https://hayatabi.c-nexco.co.jp/drive/detail.html?id=203） 

 

  

https://search.w-nexco.co.jp/touring-search
https://hayatabi.c-nexco.co.jp/drive/detail.html?id=203
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【ご注意ください】 

・休日割引、深夜割引の適用要件を満たすご利用の場合は、割引後料金が最も安価となる割引が適用とな

ります。 

・一走行が８０ｋｍを超える走行のみ、その走行全てが割引対象となります（ご利用日の走行距離の合計

で判定するものではありません）。 

・お申し込みの際に登録されたＥＴＣカード及びＥＴＣ車載器が付いた二輪車で対象道路をご利用くださ

い。ご登録と異なるＥＴＣカード及びＥＴＣ車載器が付いた二輪車でご利用された場合は、通常料金（Ｅ

ＴＣ時間帯割引が適用される場合は、割引後の料金）をお支払いいただきます。 

・二輪車は車とは違い、風雨などの天候による影響を受けやすく、事故の際に体を守るものが無いため、

ちょっとした事故でも重大事故に繋がってしまいます。高速道路をご利用される前に、天気予報などを

チェックのうえ、安全で快適なドライブへのご協力をお願いいたします。 

 

＜走行例＞ 

 
  ※割引後料金は、四捨五入による１０円単位の端数処理を行います。 

１．対象路線の各インターチェンジ相互間の１回の走行距離が８０ｋｍを超える走行を対象に３７．５％割引します。

２．1回の走行で料金の請求が複数回発生する経路でも、起終点の走行距離を通算し 1回の走行としてみなします。

（走行距離を合算します。）

３．高速道路の間に新直轄区間等を介する場合、一部の経路では特例として、前後の走行距離を通算し 1回の走行として
みなすことがあります。（走行距離を合算します。）※詳細は二輪車定率割引の申込サイトをご参照ください。

宇都宮ＩＣ

229.4km

仙台宮城ＩＣ
ETC通常料金

４，４００円

苫小牧西IC 滝川ＩＣ

２，７５０円 （37.5％割引）

庄内あさひIC いわき中央IC

二輪車定率割引

ETC通常料金

計 ３，６３０円 計 ２，２７０円 （37.5％割引）

二輪車定率割引

ETC通常料金

計 ５，０５０円 計 ３，1６０円 （37.5％割引）

二輪車定率割引

一般道9.9km

（湯殿山IC）

248.8km

（月山IC）

（札幌南本線） （札幌IC）

7.9km56.9km 80.7km

1,400円 320円 1,910円

4,400円

210円 4,840円

走行距離：229.4km

走行距離：145.5km

走行距離：258.7km

（＝880円＋200円＋1,190円）

（＝130円＋3,030円）
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＜ご利用日を跨ぐ走行等の取扱い＞ 

 

 

＜平日が土日・祝日に挟まれる場合の取扱い＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[注] 今後、道路整備特別措置法第３条に基づき国土交通大臣の事業許可を受け、本割引を実施する予定で

す。 

 

日 月 祝日

入 出

入 出
×

○

○

×
○ 割引対象
割引対象外

入 出
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【対象道路図】 

 
  

別紙１ 
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【対象道路表】（以下道路のうち、ＮＥＸＣＯ三社及び宮城県道路公社が管理する高速道路が対象） 

路線 

番号 
道路名 

路線 

番号 
道路名 

Ｅ１ 東名高速道路、名神高速道路 Ｅ１A 新東名高速道路、新名神高速道路、伊勢湾岸自動車道 

Ｅ２ 山陽自動車道、広島岩国道路 Ｅ２Ａ 関門自動車道 

Ｅ２Ａ・Ｅ７３ 

・Ｅ７４ 
中国自動車道 Ｅ３ 九州自動車道 

Ｅ３Ａ 南九州自動車道（鹿児島道路、八代日奈久道路） Ｅ４ 東北自動車道 

Ｅ４Ａ 八戸自動車道、青森自動車道、百石道路 Ｅ５ 道央自動車道 

Ｅ５Ａ 札樽自動車道、後志自動車道 Ｅ６ 常磐自動車道、仙台東部道路、三陸自動車道、仙台北部道路 

Ｅ７ 
日本海東北自動車道、秋田自動車道、秋田外環状道路、琴丘能代道

路 
Ｅ８ 北陸自動車道 

Ｅ９ 
京都縦貫自動車道、山陰自動車道、山陰自動車道（江津道路、安来

道路） 
Ｅ１０ 東九州自動車道（椎田道路、宇佐別府道路、延岡南道路） 

Ｅ１０・E７８ 東九州自動車道、宮崎自動車道 Ｅ１１ 高松自動車道 

Ｅ１１・E３２ 徳島自動車道 Ｅ１１・E５６ 松山自動車道 

Ｅ１３ 東北中央自動車道、米沢南陽道路、湯沢横手道路 Ｅ１４ 京葉道路、館山自動車道、富津館山道路 

Ｅ１７ 関越自動車道 Ｅ１８ 上信越自動車道 

Ｅ１９ 中央自動車道（小牧ＪＣＴ～岡谷ＪＣＴ）、長野自動車道 Ｅ２０ 中央自動車道（高井戸ＩＣ～岡谷ＪＣＴ） 

Ｅ２３ 東名阪自動車道、伊勢自動車道 Ｅ２４ 京奈和自動車道（京奈道路） 

Ｅ２５ 西名阪自動車道 Ｅ２６ 近畿自動車道 

Ｅ２６・Ｅ４２ 阪和自動車道 Ｅ２７ 舞鶴若狭自動車道 

Ｅ２９ 播磨自動車道 Ｅ３１ 広島呉道路 

Ｅ３２・Ｅ５６ 高知自動車道 Ｅ３４ 大分自動車道、長崎自動車道 

Ｅ３５ 西九州自動車道（武雄佐世保道路、佐世保道路） Ｅ３８ 道東自動車道 

Ｅ４１ 東海北陸自動車道 Ｅ４２ 紀勢自動車道、湯浅御坊道路 
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※東京湾アクアラインは、二輪車定率割引の適用はしませんが、走行距離の判定には含みます。

Ｅ４５ 三陸自動車道 ※利府中ＩＣ～鳴瀬奥松島ＩＣは宮城県道路公社が管理 Ｅ４６ 釜石自動車道、秋田自動車道 

Ｅ４８ 仙台南部道路、山形自動車道 Ｅ４９ 磐越自動車道 

Ｅ５０ 北関東自動車道、東水戸道路 Ｅ５１ 東関東自動車道 

Ｅ５２ 新東名高速道路清水連絡路、中部横断自動車道 Ｅ５４ 松江自動車道 

Ｅ５５ 徳島南部自動車道 Ｅ６１ 道東自動車道 

Ｅ６２ 深川・留萌自動車道 Ｅ６３ 日高自動車道 

Ｅ６５ 新空港自動車道 Ｅ６７ 中部縦貫自動車道（安房峠道路） 

Ｅ６８ 中央自動車道(大月ＪＣＴ～河口湖ＩＣ）、東富士五湖道路 Ｅ６９ 新東名高速道路引佐連絡路 

Ｅ７１ 関西空港自動車道、関西国際空港連絡橋 Ｅ７３ 岡山自動車道、米子自動車道 

Ｅ７４ 広島自動車道、浜田自動車道 Ｅ７６ 今治小松自動車道 

E７８ 東九州自動車道（隼人道路） Ｅ８２ 千葉東金道路 

Ｅ８４ 新湘南バイパス（茅ヶ崎ＪＣＴ～茅ヶ崎海岸ＩＣ）、西湘バイパス Ｅ８５ 小田原厚木道路 

Ｅ８８ 京滋バイパス Ｅ８９ 第二京阪道路 

Ｅ９０ 堺泉北道路 Ｅ９１ 南阪奈道路 

Ｅ９６ 長崎バイパス Ｅ９７ 日出バイパス 

Ｃ３ 東京外環自動車道 Ｃ４ 首都圏中央連絡自動車道、新湘南バイパス 

ＣＡ 東京湾アクアライン（※）、東京湾アクアライン連絡道 Ｃ２ 名古屋第二環状自動車道 

Ｃ３ 東海環状自動車道   
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 ■一走行と見なす箇所 

以下に該当する場合は、１回の走行とみなして各対象道路の走行距離を合算します。 

①特定のインターチェンジ等及び新直轄区間等を経由して対象道路を乗り継ぐ場合 

 （別紙１の対象道路図中、緑色の区間） 

対象道路 経由するインターチェンジ等 対象道路 

東北自動車道 
福島大笹生ＩＣ 

（福島ＪＣＴ料金所） 
⇔ 

米沢北ＩＣ 

（米沢北本線料金所） 
米沢南陽道路 

山形自動車道 

（村田ＪＣＴ～月山ＩＣ） 

月山ＩＣ 

（西川本線料金所） 
⇔ 湯殿山ＩＣ 

山形自動車道 

（湯殿山ＩＣ～鶴岡ＪＣＴ） 

中部横断自動車道 
富沢ＩＣ 

（富沢料金所） 
⇔ 

六郷ＩＣ 

（富士川本線料金所） 
中部横断自動車道 

安房峠道路 
中ノ湯ＩＣ 

（平湯料金所） 
⇔ 

松本ＩＣ 

（松本料金所） 
中央自動車道 

安房峠道路 
平湯ＩＣ 

（平湯料金所） 
⇔ 

飛騨清見ＩＣ 

（飛騨清見料金所） 
東海北陸自動車道 

東富士五湖道路 
須走ＩＣ 

（須走料金所） 
⇔ 

御殿場ＩＣ 

（御殿場料金所又は 

御殿場東料金所） 

東名高速道路 

名古屋第二環状自動車道 

楠ＪＣＴ 

（楠ＪＣＴ第一料金所又は 

楠ＪＣＴ第二料金所） 

⇔ 
小牧ＩＣ 

（小牧料金所） 

東名高速道路・ 

名神高速道路 

名古屋第二環状自動車道 

清洲ＪＣＴ 

（清洲ＪＣＴ第一料金所又は 

清洲ＪＣＴ第二料金所） 

⇔ 
一宮ＩＣ 

（一宮料金所） 
名神高速道路 

山陽自動車道 神戸西ＩＣ ⇒ 
鳴門ＩＣ 

（鳴門本線料金所） 
高松自動車道 

高松自動車道 鳴門ＩＣ ⇒ 
神戸西ＩＣ 

（神戸西本線料金所） 
山陽自動車道 

山陽自動車道 早島ＩＣ ⇒ 
坂出ＩＣ 

（坂出本線料金所） 
高松自動車道 

高松自動車道 坂出ＩＣ ⇒ 
早島ＩＣ 

（早島本線料金所） 
山陽自動車道 

山陽自動車道 
尾道ＪＣＴ 

（尾道本線料金所） 
⇔ 

三次東ＪＣＴ 

（三次東料金所） 
中国自動車道 

中国自動車道 
三次東ＪＣＴ 

（三次東料金所） 
⇔ 

三刀屋木次ＩＣ 

（三刀屋木次料金所） 
松江自動車道 

山陽自動車道 

広島東ＩＣ～宮島スマートＩＣ 

（広島東料金所～ 

宮島スマート料金所） 

⇔ 
仁保ＪＣＴ 

（坂料金所） 
広島呉道路 

広島自動車道 
広島西風新都ＩＣ 

（広島西風新都料金所） 
⇔ 

仁保ＪＣＴ 

（坂料金所） 
広島呉道路 

広島岩国道路 
廿日市ＩＣ 

（廿日市料金所） 
⇔ 

仁保ＪＣＴ 

（坂料金所） 
広島呉道路 

 

 

別紙２ 
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米子自動車道 
米子ＩＣ 

（米子料金所） 
⇔ 

米子西ＩＣ 

（安来本線料金所） 

山陰自動車道 

（安来道路） 

山陰自動車道 
松江玉造ＩＣ 

（松江玉造料金所） 
⇔ 

東出雲ＩＣ 

（安来本線料金所） 

山陰自動車道 

（安来道路） 

松山自動車道 
大洲ＩＣ 

（大洲料金所） 
⇔ 

大洲北只ＩＣ 

（大洲松尾料金所） 
松山自動車道 

九州自動車道 
鹿児島ＩＣ 

（鹿児島本線料金所） 
⇔ 

鹿児島西ＩＣ 

（松元本線料金所） 

南九州自動車道 

（鹿児島道路） 

東九州自動車道 
佐伯ＩＣ 

（佐伯料金所） 
⇔ 

延岡南ＩＣ 

（門川本線料金所） 

東九州自動車道 

（延岡南道路） 

 

②「高速道路の休憩施設の不足解消に向けた社会実験（一時退出）」の対象となる道の駅を経由して対象道路を

乗り継ぎ、当該社会実験料金が適用される場合 

 


